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時日時　内内容　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育　持持ち物
備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　7フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　HPホームページ

福祉 保険 税

口
座
振
替（
自
動
払
込
）

 

の
利
用
を

門
真
税
務
署
か
ら
の

 

お
知
ら
せ

税
金
ク
イ
ズ
と

 

ふ
れ
愛
コ
ン
サ
ー
ト

地
方
税
の
電
子
申
告

「
ｅエ

ルＬ
Ｔタ

ッ
ク
ス
Ａ
Ｘ
」が

 

利
用
可
能

ご
存
じ
で
す
か

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

〜
家
屋
の
滅
失
〜

個
人
市
民
税・府
民
税
の

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品

 

控
除

12
月
は
大
阪
府
献
血

 

推
進
月
間

〜
あ
な
た
が
届
け
る

 

命
の
バ
ト
ン
〜

大
阪
府
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
税
は
納
期
内
に
納
付
を

特
別
徴
収
の
推
進

　
従
来
の
市
税
に
関
す
る
申
告・

届
出
な
ど
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
パ
ソ
コ
ン
か
ら
手
続

き
で
き
ま
す（
左
表
）。

　
市
で
は
、
い
ず
れ
の
税
目
も
プ

レ
申
告・
電
子
納
税
サ
ー
ビ
ス
に

は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は（
一
社
）地
方
税
電
子

化
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日（「
賦
課
期
日
」）現
在
に
、
固
定

資
産（
土
地・家
屋・償
却
資
産
）を

所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま

す
。

　
年
の
途
中
で
家
屋
を
取
り
壊
し

た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
法
務
局

で
滅
失
登
記
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い（
後
日
、申
請
内
容
が
市
へ
通
知

さ
れ
ま
す
）。

　
登
記
し
て
い
な
い（
未
登
記
家

屋
）場
合
は
、
取
り
壊
し
後
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。
１
月
１
日
ま

で
に
取
り
壊
し
た
場
合
は
翌
年
度

か
ら
、
１
月
２
日
以
降
に
取
り
壊

　
従
来
の
医
療
費
控
除
制
度
の
特

例
と
し
て
、
新
た
に
平
成
30
年

（
翌
々
年
）の
申
告
分
か
ら「
ス

イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
控
除
」が

適
用
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
前
年
中
に
定
期
健
康

診
断
や
が
ん
検
診
な
ど
を
受
診
し

た
人
が
、
平
成
29
年
１
月
１
日
〜

同
33
年
12
月
31
日
の
間
に
、
自
己

ま
た
は
生
計
を
一
に
す
る
配
偶

者
、
そ
の
他
の
親
族
に
係
る
ス

イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品（
要
指
導

医
薬
品
お
よ
び
一
般
用
医
薬
品
の

う
ち
、
医
療
用
か
ら
転
用
さ
れ
た

医
薬
品
）を
購
入
し
た
場
合
、
各

年
中
の
購
入
合
計
金
額
が
１
万
２

千
円
を
超
え
る
と
き
に
、
そ
の
超

え
る
部
分
の
金
額（
上
限
８
万
８

千
円
）に
つ
い
て
そ
の
年
分
の
総

所
得
金
額
な
ど
か
ら
控
除
さ
れ
る

制
度
で
す
。

　
対
象
医
薬
品
な
ど
詳
細
は
、
厚

生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

注 

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
購

入
金
額
が
分
か
る
領
収
書
な
ど

が
必
要
で
す
。

　

 

ま
た
、
医
療
費
控
除
と
ス
イ
ッ

チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
控
除
を
併
用

し
て
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
課
税
課・市
民
税
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
詳
し
く
は
、
大
阪
府
赤
十
字
血

液
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

HP ▽ 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン・パ
ソ
コ
ン

　

http://w
anonaka.jp

▽
携
帯
電
話

　

 http://w
anonaka.jp/m

o
bile

問　
　
大
阪
府
薬
務
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
４
・
６
６
９
９

時
12
月
13
日（
火
）午
後
４
時

場
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー
ル

内▽ 

第
１
部
…
中
学・
高
校
生
に
よ

る「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」優
秀

作
文
朗
読
、
税
が
わ
か
る「
税

金
ク
イ
ズ
」

備 

ク
イ
ズ
は
賞
品
あ
り

▽ 

第
２
部
…
迫
力
あ
ふ
れ
る

 

「
ふ
れ
愛
コ
ン
サ
ー
ト
」

出
演　
大
阪
桐
蔭
高
等
学
校

 

吹
奏
楽
部

問
門
真
納
税
協
会

℡ 

０
６
・
６
９
０
８
・
０
６
３
１

利
用
時
間　
８
時
30
分
〜
24
時

注 

土・日・
祝
日
、12
月
29
日（
木
）

〜
１
月
３
日（
火
）を
除
く
。

　
ま
た
、
初
め
て
電
子
申
告
を
利

用
す
る
時
は
届
出
が
必
要
で
す
。

問
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

℡ 

０
５
７
０
・
０
８ハ

イ１
４シ

ン
コ
ク
５
９

 

（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
つ
な
が
ら
な
い
場
合
は

℡ 

０
３
・
５
５
０
０
・
７
０
１
０

備 

受
け
付
け
は
、
月
曜
日
〜
金
曜

日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

HP http://w
w
w
.eltax.jp/

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴

収
分
）、固
定
資
産
税・
都
市
計
画

税
、
軽
自
動
車
税
の
納
付
に
は
、

便
利
な
口
座
振
替（
自
動
払
込
）を

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

〜
１
８
５
４

し
た
場
合
に
は
翌
々
年
度
か
ら
、

固
定
資
産
税
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

問
課
税
課・家
屋
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

　
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の

第
１
〜
４
期
分
、
個
人
市
民
税・

府
民
税（
普
通
徴
収
分
）の
第
１
〜

３
期
分
お
よ
び
軽
自
動
車
税
を
納

め
て
い
な
い
人
は
、
至
急
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
ま
で
に
納

付
が
な
い
場
合
、
納
付
さ
れ
る
ま

で
の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
市
民
税・
府
民
税

（
普
通
徴
収
分
）の
第
４
期
分
の
納

期
は
12
月
26
日（
月
）で
す
。
近
く

の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
な
ど
で
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
口
座
振
替（
自
動

払
込
）を
利
用
し
て
い
る
人
は
、

預
金
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
病
気
や
失
業
な
ど
の
理
由
で
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
期
限
ま

で
に
納
税
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

注 

納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
納
付
が
な
い
場

合
、財
産（
不
動
産・預
金・給
与

な
ど
）に
対
し
、
差
し
押
さ
え・

公
売
な
ど
を
行
っ
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２

〜
１
８
５
４

　
給
与
に
係
る
個
人
市
民
税・
府

民
税
は
、
法
令
に
よ
り
原
則
事
業

所（
給
与
支
払
者
）が
所
得
税
の
源

泉
徴
収
と
同
様
に
、
毎
月
従
業
員

（
給
与
所
得
者
）に
支
払
う
給
与
か

ら
差
し
引
き
し
て
納
付（
特
別
徴

収
）す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
事
業
所
の
特
別
徴
収
は
、
従
業

員
に
と
っ
て
自
ら
納
付
す
る
必
要

が
な
く
な
る
、
税
額
の
納
期
が
増

え
る（
年
４
回
か
ら
12
回
）、１
回

当
た
り
の
納
付
額
が
少
な
く
な
る

な
ど
の
負
担
緩
和
と
な
り
ま
す
。

　
特
別
徴
収
を
し
て
い
な
い
事
業

所
は
、
徴
収
区
分
の
切
り
替
え
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
不
明

な
点
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
・
市
民
税
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

◆
平
成
28
年
分
確
定
申
告
会
場
の

 

開
設
期
間
が
変
更

開
設
日
時　
２
月
16
日（
木
）〜
３

月
15
日（
水
）午
前
９
時
〜
午
後
５

時（
土・日
を
除
く
）

備 

申
告
相
談
の
受
け
付
け
は
午
後

４
時
ま
で
で
す
。

場
守
口
門
真
商
工
会
館

注 

混
雑
状
況
に
よ
り
、
早
め
に
相

談
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

 

ま
た
、
門
真
税
務
署
内
に
は
確

定
申
告
会
場
を
設
置
し
て
い
ま

せ
ん
。

◆
申
告
書
に
は
必
ず
マ
イ
ナ
ン

 

バ
ー（
個
人
番
号
）の
記
載
を

　
社
会
保
障・税
番
号
制
度（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
）の
導
入
に
伴
い
、

平
成
28
年
分
以
降
の
所
得
税
の
確

定
申
告
書
な
ど
の
提
出
に
は
、「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）の
記

載
」と「
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま

た
は
写
し
の
添
付
」が
必
要
で
す
。

《
本
人
確
認
書
類
の
例
》

▽ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド

▽ 

通
知
カ
ー
ド
と
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
被
保
険
者
証
な
ど

問
門
真
税
務
署

℡ 

０
６
・
６
９
０
９
・
０
１
８
１

　
府
で
は
、
12
月
を「
税
収
確
保

重
点
月
間
」と
定
め
、
府
内
の
市

町
村
と
連
携
し
、
滞
納
者
に
対
す

る
徹
底
し
た
催
告
や
財
産
の
差
し

押
さ
え
な
ど
を
行
う
こ
と
で
、
納

期
内
に
納
税
し
た
人
と
の
公
平
性

を
確
保
し
ま
す
。

問
大
阪
府
北
河
内
府
税
事
務
所

℡ 
０
７
２
・
８
４
４
・
１
３
３
１

税目 申告 申請・届出
法人市民税 確定申告、中間申告、修正申告

など
法人設立・設置届出・
異動届

事業所税
納付申告、修正申告、免税点以
下申告、事業所用家屋貸付等申
告

事業所等新設・廃止
申告

固定資産
（償却資産）

全資産申告 (電算処理分)、増加資
産・減少資産申告 －

個人市民税
・府民税

給与支払報告、給与支払報告・特
別徴収に係る給与所得者異動届
出、普通徴収から特別徴収への
変更申請 など

特別徴収義務者の所
在地・名称等変更届
出

　平日、仕事などで忙しい人や、病気・失業などで市税
を納付できない人は利用してください。

夜間　12月15日（木）19:30 まで
休日　12月18日（日）10:00~15:00
場・問納税課
℡06-6992-1852~1854

市税の夜間・休日納付相談

善意が寄せられました。
厚くお礼申し上げます。

【社会福祉のために】
中村忠義 (敬称略)

善意
厚くお礼申し上げます。

０
６
・
６
９
９
４
・
６
６
９
９

大阪府広報担当
副知事
「もずやん」

昨年の様子

もりトピ

国民健康保険料・
後期高齢者医療保険料

夜間・休日納付相談
　平日や昼間、仕事などで忙しい人は利用
してください。
夜間　12月19日（月）・20日（火）・22日（木）
　　　いずれも19:30まで
休日　12月25日（日）10:00~15:00
場保険収納課、保険課
℡06-6992-1538、1532、1545

　現在、納期限までに納付している人との
公平性・公正性を保つため、法令に基づき
差押処分をより一層強化しています。保険
料の滞納がある場合は、早めに相談してく
ださい。
問保険収納課   ℡06-6992-1538


